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召
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質
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す
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衆
議
院
議
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元
清
美
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提
出
臨
時
会
召
集
要
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に
関
す
る
質
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一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
係
属
中
の
訴
訟
の
内
容
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控

え
た
い
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
臨
時
会
の
召
集
期
限
を
「
二
十
日
以
内
」
と
す
る
改
正
案
」
及
び
「
平
成
三
十
年
の
「
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た

た
き
台
素
案
）
」
」
に
つ
い
て
は
自
由
民
主
党
の
文
書
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
を
前
提
と
す
る
お
尋

ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


